
今治市産後ケア事業 

下記にあてはまる乳児と母親（※対象月齢は下記をご覧ください。） 

① 乳児、母親ともに今治市に住民登録がある 

② 心身の不調や育児不安等がある 

＊宿泊型：原則午前 10時から翌朝 10時の利用を 1回とし、3度の食事を提供。 

＊通所型：原則午前 10時から午後４時までの利用を 1回とし、1度の食事を提供。 

＊訪問型：午前 10時から午後５時までの間で、概ね 2時間程度の利用を 1回。 

＊休業日：12月 29 日～1月 3日・土日祝日（宿泊型の場合は、土日祝日も利用可） 

 
 

  

 

 

お母さんと赤ちゃんの心身の休養や育児不安の解消のため、日帰りや宿泊で施設の利用や、 

自宅への助産師の訪問により、心身のケアや授乳・沐浴指導・育児相談が受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 
利用料（1回あたり） 

利用できる回数 
課税世帯 市民税非課税世帯 生活保護世帯 

宿泊型 3,000 円 1,500円 0円 
7回以内 

通所型 1,500 円   750円 0円 

訪問型 1,000 円   500円 0円 7回以内 

実施機関名 住所 種類 対象月齢 

きら病院 北宝来町 1-3-5 宿泊型・通所型 
生後４か月未満 

県立今治病院 石井町 4-5-5 宿泊型 

めいぷる助産院 新谷甲 11-2 通所型・訪問型 
生後１歳未満 

ゆう助産院  訪問型 

対象者（利用者） 

✿ お母さんの健康状態についての相談 

✿ 乳房の手当や授乳指導 

✿ 赤ちゃんの健康状態・体重・排泄・育児についての相談、指導 

✿ 沐浴指導  など 

   各種ケアや相談等、対応時間の中でできる内容を提案 

 

    

 
利用できる種類・料金・時間 

ケアの内容 

実施機関・対象月齢 


